
※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名

製品費と運搬費の合計です。

第５号単価表１行目「複合遊具」は大型遊具（桁等購入費）に該当しますか。ご教示下さい。

 質 疑 書

東石切公園遊具改修工事

第５号単価表１行目「複合遊具」は「製品費のみ」でしょうか。または「製品費+運搬費」でしょう
か。ご教示下さい。

（ 回　答　）

該当します。

(  質 問 事 項  )


